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５Ｇ特定基地局の開設計画に係る認定申請の概要

○ 本年１月24日（木）から同年２月25日（月）までの間、第５世代移動通信システムの導入のための特定基地局
の開設計画の認定申請を受け付けたところ、４者から申請があった。

■ 申請者４者（50音順）

○ 株式会社ＮＴＴドコモ、 ＫＤＤＩ株式会社／沖縄セルラー電話株式会社※１、 ソフトバンク株式会社、 楽天モバイル株式会社※２

※１ KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社に係る申請については、地域ごとに連携する者として申請しているため、第５世代移動通信システムの
導入のための特定基地局の開設指針の規定に基づき、１の申請とみなして、審査を行う。

※２ 平成31年４月１日に「楽天モバイルネットワーク株式会社」から社名変更。

■ 割当て枠と割当て希望枠数

○ 3.7GHz帯及び4.5GHz帯については、６枠 （100MHz幅） に対し、合計７枠の希望 →

○ 28GHz帯については、４枠 （400ＭＨｚ幅） に対し、合計４枠の希望 → ４者とも１枠ずつ割当て可能

４者とも１枠ずつ割当て可能。他方、２枠目を
希望する３者のうち、１者の希望枠１枠が不足

※ 設備投資額、５G基盤展開率、特定基地局数及びMVNO数／MVNO契約数については、2024年度末までの計画値。

1

申請者（50音順） ＮＴＴドコモ
KDDI／

沖縄セルラー電話 ソフトバンク 楽天モバイル

希望周波数帯域幅（希望枠数）

① 3.7GHz帯及び4.5GHz帯
【100MHz×６枠】

200MHz（２枠） 200MHz（２枠） 200MHz（２枠） 100MHz（１枠）

② 28GHz帯 【400MHz×４枠】 400MHz（１枠） 400MHz（１枠） 400MHz（１枠） 400MHz（１枠）

サービス開始時期 2020年春 2020年３月 2020年３月頃 2020年６月頃

特定基地局等の設備投資額
（※基地局設置工事、交換設備工事及び伝送設備工事

に係る投資額）
約7,950億円 約4,667億円 約2,061億円 約1,946億円

５G基盤展開率 97.0％（全国） 93.2％（全国） 64.0％（全国） 56.1％（全国）

特定基地局数
（※屋内等に設置するものを除く。）

① 3.7GHz帯及び4.5GHz帯 8,001局 30,107局 7,355局 15,787局

② 28GHz帯 5,001局 12,756局 3,855局 7,948局

MVNO数／MVNO契約数
（Ｌ２接続に限る）

24社/850万契約 ７社/119万契約 ５社/20万契約 41社/70.6万契約



【28GHz帯】（衛星通信と共用）

②
400MHz ↑↓

27.0GHz 27.4GHz 27.8GHz 29.1GHz 29.5GHz

①
400MHz ↑↓

28.2GHz

④
400MHz ↑↓

Ｄ３、Ｋ２、Ｓ１、Ｒ１ Ｄ２、Ｋ３、Ｓ４、Ｒ２ Ｄ１、Ｋ１、Ｓ２、Ｒ３ Ｄ４、Ｋ４、Ｓ３、Ｒ４

５Ｇ用周波数の割当枠と各者の希望順位について ２

400MHz幅×４枠 （上限１枠）

○ 申請者は、周波数枠（3.7GHz帯及び4.5GHz帯［①～⑥］、28GHz帯［①～④］）について、以下のとおり希望。
○ 3.7GHz帯及び4.5GHz帯については、①～④／⑤／⑥の周波数枠ごとに既存無線局等から受ける影
響が異なるため、各者から①～④／⑤／⑥の３つに分けて開設計画の提出を受け、審査を実施。

4500MHz 4600MHz3600MHz 3700MHz 3800MHz 3900MHz 4000MHz 4100MHz

100MHz ↑↓ 100MHz ↑↓ 100MHz ↑↓ 100MHz ↑↓ 100MHz ↑↓
②① ③ ④ ⑤

【3.7GHz帯及び4.5GHz帯】（衛星通信等と共用） 100MHz幅×６枠 （上限２枠）

既存の無線局 他の無線局

※⑤⑥と共用調整が必須
※⑥と共用調整

が必須

Ｄ１、Ｋ１、Ｓ２、Ｒ１ Ｄ２、Ｋ２、Ｓ１、Ｒ２ Ｄ４、Ｋ４、Ｓ３、Ｒ３ Ｄ３、Ｋ３、Ｓ４、Ｒ４ Ｄ６、Ｋ５、Ｓ５ Ｄ５、Ｓ６

例：Ｄ１= ドコモ第１希望
Ｋ２= ＫＤＤＩ第２希望

○１･･･第１希望
○２･･･第２希望
○３･･･第３希望
○４･･･第４希望

【凡例】

Ｄ＝ドコモ
Ｋ＝ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話

○５･･･第５希望
○６･･･第６希望

Ｓ＝ソフトバンク
Ｒ＝楽天モバイル

各者の希望順位第１位～第４位

③
400MHz ↑↓

100MHz ↑↓
⑥



審査方法について ３

以下のとおり審査を行い、割当てを実施。
① 申請者が絶対審査基準（最低限の要件）に適合しているかを審査。（全周波数共通で審査）
② 絶対審査基準を満たした全ての申請者の申請に対して比較審査（競願時審査）を実施。

（3.7GHz帯及び4.5GHz帯は一体として割当て審査を実施。）
⇒ 審査の結果、評価点数の高い者から順に希望する周波数枠の割当てを実施。
（3.7GHz帯及び4.5GHz帯：100MHzずつ、28GHz帯：400MHzずつ）

○ エリア展開
－ ５Ｇ基盤展開率を50%以上とする計画か
－ ２年後に全都道府県で運用開始するか

○ 設備
－ 安全・信頼性確保の計画があるか

○ サービス
－ 必要な資金調達計画があるか
－ MVNOへのネットワーク提供計画があるか

○ その他
－ 既存事業者へ事業譲渡しないか 等

① 絶対審査（項目例）

② 比較審査（項目例）

○ エリア展開
－ ５Ｇ基盤展開率がより大きいか
－ 特定基地局開設数がより多いか

○ 設備
－ 安全・信頼性確保の計画が充実しているか

○ サービス
－ MVNOへのネットワーク提供計画が充実し
ているか

－ ５Ｇ利活用拡大計画が充実しているか
○ その他
－ 不感地域解消人数がより多いか 等

周波数枠の割当て



５Ｇの認定を受ける申請者の義務

■ 認定開設者の義務

（1）認定開設者は、四半期ごと又は総務大臣から求められた場合に、開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければ

ならない。

（2）総務大臣は、（1）の書類について、開設指針及び開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、 （1）の書類の概要及

びその結果の概要をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

（3）認定開設者は、他の既存事業者への事業譲渡等をしてはならない。

（4）既存の免許人が開設する無線局等との混信その他の妨害を防止するための具体的な措置を講じなければならない。

（5）3.7GHz帯及び28GHz帯認定開設者は、任意の10ミリ秒における送信時間や送信時刻などTDDの運用に必要な事項について、あ

らかじめ他の認定開設者等と協議し、合意した上で、合意した事項を実施しなければならない。

（6）3.7GHz帯認定開設者は、宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備の運用に支障を与えるおそれがあることを周知させると

ともに、当該受信設備を設置している者からの問合せに対応するための窓口の設置等について他の認定開設者等と協議し、合

意した上で、合意した事項を共同して実施しなければならない。

（7）認定開設者は、4,600MHzを超え4,800MHz以下又は28.2GHzを超え29.1GHz以下の周波数を使用する者からの卸電気通信役

務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための契約又は協定の締結の申入れに対

し、円滑な協議の実施に努めなければならない。

４



絶対審査基準（最低限満たすべき基準）

絶対審査基準
基準
①

認定から５年後までに、全国及び各地域ブロックの５Ｇ基盤展開率※１が50%以上になるように５Ｇ高度特定基地局※２を開設しなけれ
ばならない。

② 認定から２年後までに、全ての都道府県において、５Ｇ高度特定基地局※２の運用を開始しなければならない。

設備
③ 特定基地局設置場所の確保、設備調達及び設置工事体制の確保に関する計画を有すること。

④ 特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画を有すること。

財務 ⑤ 設備投資等に必要な資金調達の計画及び認定の有効期間（5年間）の満了までに単年度黒字を達成する収支計画を有すること。

⑥
法令遵守、個人情報保護及び利用者利益保護（広告での通信速度及びサービスエリア表示等を含む。）のための対策及び当該対策
を実施するための体制整備の計画を有すること。

⑦
携帯電話の免許を有しない者（MVNO）に対する卸電気通信役務又は電気通信設備の接続の方法による特定基地局の利用を促進
するための計画を有していること。（本計画の実績を、将来の割当てにおいて審査の対象とする。）

⑧ 提供しようとするサービスについて、利用者の通信量需要に応じ、多様な料金設定を行う計画を有すること。

混信
対策

⑨ 既存免許人が開設する無線局等※３との混信その他の妨害を防止するための措置を行う計画を有すること。

⑩ 同一グループの企業から複数の申請がないこと。

⑪ 割当てを受けた事業者が、既存移動通信事業者へ事業譲渡等をしないこと。

※１ ５Ｇ基盤展開率 ： 全国における５Ｇ高度特定基地局が開設されたメッシュの総和を、全対象メッシュ数（約4,500）で除した値をいう。
（注）メッシュ ： 「統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード」（昭和48年７月12日行政管理庁告示第143号）に定めた第２次地域区画をいう。

※２ ５Ｇ高度特定基地局 ： 理論上最速10Gpbs程度の通信速度を有する回線を使用する特定基地局であって、当該基地局以外の複数の特定基地局を接続可能なものをいう。
※３ 3.7GHz帯地球局、航空機電波高度計、4.5GHz帯公共業務用無線局、28GHz帯人工衛星局、電波の監視等
（注） 今回開設計画に記載された事項については、将来の割当てにおいて審査の対象となりうる。

サービス

その他

エリア
展開

コンプライ
アンス

５



絶対審査基準の審査結果

審査項目 NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 楽天モバイル

① 5G基盤展開率（50%以上） 97.0% 93.2% 64.0% 56.1%

② 認定日から起算して２年を経過し
た日の属する年度の末日までに
全ての都道府県において、５Ｇ高
度特定基地局の運用を開始

2020年度末までに、全ての都道府
県において、５Ｇ高度特定基地局の
運用を開始
（2020年春サービス開始）

同左
（2020年３月サービス開始）

同左
（2020年３月頃サービス開始）

同左
（2020年６月頃サービス開始）

③ 技術要員の確保
現行サービス要員で対応。無線従
事者を8,298名、電気通信主任技術
者を29名選任

同左
（無線従事者1,605名、電気通信主
任技術者63名選任）

同左
（無線従事者7,527名、電気通信主
任技術者57名選任）

無線従事者を390名、電気通信主
任技術者を42名選任

④ 安全・信頼性の確保
伝送路の多ルート化、可搬型・車載
型基地局（85台）、移動電源車の配
備（98台）等

同左
（可搬型・車載型基地局282台、

移動電源車56台）

同左
（可搬型・車載型基地局300台、

移動電源車82台）

同左
（可搬型・車載型基地局182台、

移動電源車120台）

⑤ 財務的基礎

・電気通信事業等からの資金収支
により調達

・2024年度まで各年度黒字
（設備投資額：約7,950億円（2024年度））

・同左

・同左
（設備投資額：約4,667億円（2024年度））

・同左

・同左
（設備投資額：約2,061億円（2024年度））

・親会社出資（2,400億円）、銀行借入
（5,600億円）等

・2023年度から毎年度黒字
（設備投資額：約1,946億円（2024年度））

⑥ 法令遵守、個人情報保護及び利
用者利益保護

社内規程の整備、社内研修実施 同左 同左 同左

⑦ MVNOの促進

卸電気通信役務等によりMVNOへ
の役務提供を実施
（指定済周波数の基地局において既存事業者以外

の者に対する提供実績あり）

同左 同左 同左
（2020年から提供予定）

⑧ 多様な料金設定

・「モバイルサービス等の適正化に
向けた緊急提言」を踏まえた対応
を検討

・トライアルやプレサービスの利用
状況等を踏まえ、サービスやビジ
ネス等の付加価値と融合した多様
な料金プランを提供

・同左

・利用者の使い方に応じた安価で
最適な料金プランやデータ量を
気にせず5Gの大容量コンテンツ
を楽しめる料金プランを提供

・同左

・利用ニーズ（一般消費者向け、
IoT向け等）に応じて、４Ｇで提供
している料金水準を一つの基準
として、ユーザ利便性の高い料
金プランを提供

・同左

・利用ニーズ（一般消費者向け、
IoT向け等）に応じて、他社の４Ｇ
と比較して低廉な価格で提供

⑨ 混信防止
各周波数帯に応じて必要な混信防
止対策を講じる予定

同左 同左 同左

⑩ 同一グループから申請がないこと 同一グループからの申請なし 同左 同左 同左
⑪ 既存移動通信事業者へ事業譲

渡等をしないこと
遵守する旨記載 同左 同左 同左

○ 審査の結果、いずれの申請者も絶対審査基準の各項目に適合していると認められる。

６



比較審査基準の評価方法及び配点

基準 審査事項 評価方法（括弧内は評価の観点） 配点
Ａ 認定から５年後における全国の５Ｇ基盤展開率がより大きいこと。 他の申請者より大きいこと。 ４

Ｂ 認定から５年後における特定基地局（屋外）の開設数がより多いこと。 他の申請者より多いこと。 ４

Ｃ

認定から５年後における地下街等の公共空間を含む屋内等において通信を可

能とする特定基地局（屋内等）の開設数及び開設場所に関する具体的な計画が

より充実していること。

他の申請者より計画が優位であること。

（①特定基地局（屋内等）開設数、②計画の具

体性）
３

Ｄ
５Ｇ高度特定基地局が整備されたメッシュの内外において、需要が顕在化した場

合の基地局の開設等の対策方法がより充実していること。

他の申請者より計画が優位であること。

（整備メッシュ内外の対策方法の充実性）
３

設備 Ｅ
電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する具体的な計画がより

充実していること。

他の申請者より計画が優位であること。
（①人為ミス防止、②設備容量の確保、③ソフトウェ
アバグ防止、④その他情報セキュリティ対策等）

３

Ｆ
多数のMVNOに対する卸電気通信役務の提供等による基地局の利用を促進す

るための具体的な計画がより充実していること。

他の申請者より計画が優位であること。

（①提供方法の多様性、②対象の多数性）
４

Ｇ
５Ｇの特徴を活かした高度かつ多様な利活用に関する具体的な計画及び５Ｇの

利活用ニーズの拡大に関する取組の具体的な計画がより充実していること。

他の申請者より計画が優位であること。
（①利活用の具体性、②ニーズ拡大に関する
取組の具体性）

３

Ｈ

指定済周波数を有していないこと若しくは指定済周波数を使用して電気通信役務

の提供を行っていないこと又は指定済周波数に対する契約数の割合がより大き

いこと。

以下のいずれかに該当すること。
（①新規事業者等、②指定済周波数に対する
契約数の割合がより大きいこと）

３

Ｉ
認定から５年後における不感地域人口の解消人数がより大きいこと。

【既存事業者間での比較審査のみ】
他の申請者より大きいこと。 ３

Ｊ
認定から５年後における面積カバー率がより大きいこと。

【Ａ～Ｉを審査し、同点だった場合のみ】
他の申請者より大きいこと。 ３

エリア
展開

サービス

その他

審査
方法

‒ 審査（基準Ｈを除く。）は対抗的審査（２者間の総当たり）により実施し、上位の者から３点、２点、１点、０点を付与（４者間での比較審査の場合）。

‒ ただし、基準Ａ，Ｂ及びＦについては、上位の者から４点、8/3点、4/3点、０点を付与（４者間での比較審査の場合）。
‒ 基準Ｈについては、①新規事業者等に３点、②指定済周波数に対する契約数の割合が大きい者から順に３点、２点、１点を付与（４者間での比較審査の場合）。

※希望する周波数枠について、４者による比較審査となった場合の最高点。

７

※



比較審査基準の審査結果（①～④3,600MHz～4,000MHz帯）

審査項目 NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 楽天モバイル

A 全国の５Ｇ基盤展開率がより大きいこと ４点
（5G基盤展開率：97.0%）

8/3点
（5G基盤展開率：93.2%）

4/3点
（5G基盤展開率：64.0%）

０点
（5G基盤展開率：56.1%）

Ｂ 特定基地局の開設数がより大きいこと
4/3点
（8,001局）

４点
（30,107局）

０点
（7,355局）

８/３点
（15,742局）

Ｃ 地下街や地下鉄構内等の公共空間を含む屋内等にお
いて通信を可能とする特定基地局の開設数及び開設場
所に関する具体的な計画がより充実していること

３点
（3,498局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リスト
添付）、景観に配慮した設備の活用を実施

２点
（2,201局）

既存基地局と併設、景観に配慮した設備
の活用を実施

０点
（300局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リス
ト添付）

１点
（1,385局）

屋内の種別ごとの基準に基づく開設場所の
選定（開設場所の候補リスト添付）

D ５Ｇ高度特定基地局が整備されたメッシュ及びそれ以外
のメッシュにおいて、それぞれ需要が顕在化した場合の
特定基地局の開設等の対策方法がより充実していること

０点
・5G高度特定基地局と特定基地局を光回
線で結ぶことを基本とし、テンポラリー基
地局の活用により対応

・隣接メッシュの5G高度特定基地局を活用

０点
・同左

・同左

０点
・同左

・同左

０点
・5G高度特定基地局と特定基地局を光回
線で結ぶことを基本とし、需要顕在化の
定量的な判断基準に基づき対策

・同左

E 電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に
関する具体的な計画がより充実していること

０点
人為ミスの防止、設備容量の確保対策、ソ
フトウェアバグの防止対策を実施することに加
え、事故発生時の復旧対応、情報セキュリ
ティ対策等を実施

０点
同左

０点
同左

０点
同左

F 既存事業者以外の多数の者（ＭＶＮＯ）に対する卸電気
通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の多
様な方法による特定基地局の利用を促進するための具
体的な計画がより充実していること

４点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プ
ラン等の整備、事業者向けの一元的窓
口の公表、HLR/HSS連携機能提供

・L2接続契約数：24社／850万契約

８/３点
・同左

・L2接続契約数：７社／119万契約

４/３点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プ
ラン等の整備、MVNOを希望する事業者
向けの一元的窓口の公表、HLR/HSS
応協議

・L2接続契約数：５社／20万契約

０点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プ
ラン等の整備、MVNOを希望する事業者
向けの一元的窓口の公表

・L2接続契約数： 41社／70.6万契約
（明確な根拠が示されていないため評価せず）

G ５Ｇの特徴を活かした高度な利活用に関する具体的な
計画及び５Ｇの利活用ニーズの拡大に関する取組の具
体的な計画がより充実していること

２点
・超高速通信、超低遅延通信、多数同時
接続の提供

・自治体、多数のパートナー企業との連携に
よる実証実験、展示会等開催、全国
３ヶ所にドコモ5Gオープンラボの開設

２点
・同左

・自治体、パートナー企業との連携による実証
実験、展示会等開催、地方創生ファンド、
全国10ヶ所に地方創生支援室の設置

１点
・同左

・自治体、パートナー企業との連携による実
証実験、展示会等開催

０点
・同左

・自治体との連携協定、楽天5Gコンソーシ
アム参加企業や自治体にラボ環境等の
提供

H 指定済周波数を有していないこと若しくは指定済周波数
を使用して電気通信役務の提供を行っていないこと又は
指定済周波数に対する契約数の割合がより大きいこと

※ 周波数を一体運用する携帯電話事業者又はBWA事業者の周波数及び
契約数を含む。

３点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月
末時点）：32.10万契約／MHz
※ 契約者は、電気通信事業報告規
則に基づく各社報告値から算出。

２点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月
末時点）：22.54万契約／MHz
※ 同左

１点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月
末時点）：17.08万契約／MHz
※ 同左

３点
指定済周波数を使用して電気通信役務の
提供を行っていないことに該当。

I 不感地域人口の解消人数がより大きいこと １点
（解消人数：4,722人）

２点
（解消人数：15,694人）

０点
（解消人数：1,824人）

２点
（解消人数：15,694人）

１

合計点 18.3点[１位] 17.3点[２位]   4.7点[４位] 8.7点【３位】

８

○ ①～④3,600MHz～4,000MHz帯の割当てを希望している４者の開設計画について比較審査を実施。



比較審査基準の審査結果（⑤4,000MHz～4,100MHz帯）

審査項目 NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク

A 全国の５Ｇ基盤展開率がより大きいこと
３点

（5G基盤展開率：97.0%）
1.5点

（5G基盤展開率：93.2%）
０点

（5G基盤展開率：64.0%）

Ｂ 特定基地局の開設数がより大きいこと
３点

（5,001局）
1.5点

（4,160局）
０点

（3,863局）

Ｃ 地下街や地下鉄構内等の公共空間を含む屋内等において通信を可
能とする特定基地局の開設数及び開設場所に関する具体的な計画
がより充実していること

１点
（1,205局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リスト添付）、
景観に配慮した設備の活用を実施

２点
（2,201局）

既存基地局と併設、景観に配慮した設備の活用を
実施

０点
（300局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リスト添付）

D ５Ｇ高度特定基地局が整備されたメッシュ及びそれ以外のメッシュに
おいて、それぞれ需要が顕在化した場合の特定基地局の開設等の
対策方法がより充実していること

０点
・5G高度特定基地局と特定基地局を光回線で結
ぶことを基本とし、テンポラリー基地局の活用により
対応

・隣接メッシュの5G高度特定基地局を活用

０点
・同左

・同左

０点
・同左

・同左

E 電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する具体
的な計画がより充実していること

０点
人為ミスの防止、設備容量の確保対策、ソフトウェア
バグの防止対策を実施することに加え、事故発生時
の復旧対応、情報セキュリティ対策等を実施

０点
同左

０点
同左

F 既存事業者以外の多数の者（ＭＶＮＯ）に対する卸電気通信役務の
提供又は電気通信設備の接続その他の多様な方法による特定基地
局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること

３点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プラン等の
整備、事業者向けの一元的窓口の公表、
HLR/HSS連携機能提供

・L2接続契約数：24社／850万契約

1.5点
・同左

・L2接続契約数：７社／119万契約

０点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プラン等の
整備、MVNOを希望する事業者向けの一元的窓
口の公表、HLR/HSS応協議

・L2接続契約数：５社／20万契約

G ５Ｇの特徴を活かした高度な利活用に関する具体的な計画及び５Ｇ
の利活用ニーズの拡大に関する取組の具体的な計画がより充実して
いること

１点
・超高速通信、超低遅延通信、多数同時接続の
提供

・自治体、多数のパートナー企業との連携による実証
実験、展示会等開催、全国３ヶ所にドコモ5Gオー
プンラボの開設

１点
・同左

・自治体、パートナー企業との連携による実証実験、展
示会等開催、地方創生ファンド、全国10ヶ所に地方
創生支援室の設置

０点
・同左

・自治体、パートナー企業との連携による実証実験、
展示会等開催

H 指定済周波数を有していないこと若しくは指定済周波数を使用して
電気通信役務の提供を行っていないこと又は指定済周波数に対する
契約数の割合がより大きいこと

※ 周波数を一体運用する携帯電話事業者又はBWA事業者の周波数及び契約数を含む。

２点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月末時
点）：32.10万契約／MHz
※ 契約者は、電気通信事業報告規則に基づく
各社報告値から算出。

１点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月末時
点）：22.54万契約／MHz
※ 同左

０点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月末時
点）：17.08万契約／MHz
※ 同左

I 不感地域人口の解消人数がより大きいこと
１点

（解消人数：4,722人）
２点

（解消人数：15,694人）
０点

（解消人数：1,824人）
１

合計点 14点[１位] 10.5点[２位] ０点[３位] 

９

○ ⑤4,000MHz～4,100MHz帯の割当てを希望している３者の開設計画について比較審査を実施。
○ 基準Ｄ～Ｉは、８ページの①～④3,600MHz～4,000MHz帯の開設計画と共通の内容となっている。



比較審査基準の審査結果（⑥4,500MHz～4,600MHz帯）

審査項目 NTTドコモ ソフトバンク

A 全国の５Ｇ基盤展開率がより大きいこと ２点
（5G基盤展開率：97.0%）

０点
（5G基盤展開率：64.0%）

Ｂ 特定基地局の開設数がより大きいこと
２点

（5,001局）
０点

（3,373局）

Ｃ 地下街や地下鉄構内等の公共空間を含む屋内等において通信を可能とする特定基地
局の開設数及び開設場所に関する具体的な計画がより充実していること

１点
（3,498局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リスト添付）、景観に配慮し
た設備の活用を実施

０点
（300局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リスト添付）

D ５Ｇ高度特定基地局が整備されたメッシュ及びそれ以外のメッシュにおいて、それぞれ需
要が顕在化した場合の特定基地局の開設等の対策方法がより充実していること

０点
・5G高度特定基地局と特定基地局を光回線で結ぶことを基本とし、
テンポラリー基地局の活用により対応

・隣接メッシュの5G高度特定基地局を活用

０点
・同左

・同左

E 電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する具体的な計画がより充実
していること

０点
人為ミスの防止、設備容量の確保対策、ソフトウェアバグの防止対
策を実施することに加え、事故発生時の復旧対応、情報セキュリティ
対策等を実施

０点
同左

F 既存事業者以外の多数の者（ＭＶＮＯ）に対する卸電気通信役務の提供又は電気通信
設備の接続その他の多様な方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計
画がより充実していること

２点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プラン等の整備、事業者
向けの一元的窓口の公表、HLR/HSS連携機能提供

・L2接続契約数：24社／850万契約

０点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プラン等の整備、MVNOを
希望する事業者向けの一元的窓口の公表、HLR/HSS応協議

・L2接続契約数：５社／20万契約

G ５Ｇの特徴を活かした高度な利活用に関する具体的な計画及び５Ｇの利活用ニーズの
拡大に関する取組の具体的な計画がより充実していること

１点
・超高速通信、超低遅延通信、多数同時接続の提供
・自治体、多数のパートナー企業との連携による実証実験、展示会
等開催、全国３ヶ所にドコモ5Gオープンラボの開設

０点
・同左
・自治体、パートナー企業との連携による実証実験、展示会等開催

H 指定済周波数を有していないこと若しくは指定済周波数を使用して電気通信役務の提供
を行っていないこと又は指定済周波数に対する契約数の割合がより大きいこと
※ 周波数を一体運用する携帯電話事業者又はBWA事業者の周波数及び契約数を含む。

１点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月末時点）：32.10万
契約／MHz
※ 契約者は、電気通信事業報告規則に基づく各社報告値
から算出。

０点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月末時点）：17.08万
契約／MHz
※ 同左

I 不感地域人口の解消人数がより大きいこと １点
（解消人数：4,722人）

０点
（解消人数：1,824人）

１

合計点 10点 [１位] ０点[２位]

10

○ ⑥4,500MHz～4,600MHz帯の割当てを希望している２者の開設計画について比較審査を実施。
○ 基準Ｄ～Ｉは、８ページの①～④3,600MHz～4,000MHz帯の開設計画と共通の内容となっている。



比較審査基準の審査結果まとめ（3.7GHz帯及び4.5GHz帯）

4500MHz 4600MHz3600MHz 3700MHz 3800MHz 3900MHz 4000MHz 4100MHz

NTTドコモ
100MHz ↑↓

KDDI／
沖縄セルラー電話

100MHz ↑↓
楽天モバイル
100MHz ↑↓

ソフトバンク
100MHz ↑↓

KDDI／
沖縄セルラー電話

100MHz ↑↓

②① ③ ④ ⑤
【3.7GHz帯及び4.5GHz帯】（衛星通信等と共用） 100MHz幅×６枠 （上限２枠）

申請者
①～④（１巡目） ⑤～⑥（２巡目）

評価点（①～④） 希望枠順位
（第１⇒第４） 評価点（⑤） 評価点（⑥） 希望枠順位

（第５⇒第６）

NTTドコモ 18.3点（１位） ①②④③ 14点（１位） 10点（１位） ⑥ ⑤
KDDI／

沖縄セルラー電話 17.3点（２位） ①②④③ 10.5点（２位） ー ⑤

楽天モバイル 8.7点 （３位） ①②③④ ー ー

ソフトバンク 4.7点 （４位） ②①③④ ０点（３位） 0点（２位） ⑤ ⑥

既存の無線局 他の無線局

※⑤⑥と共用調整が必須
※⑥と共用調整

が必須

○ 3.7GHz帯及び4.5GHz帯においては、点数の高い者から順に希望する周波数枠100MHz幅ずつの割
当てを実施。

○ その結果、希望の多い①～④（3,600MHz～4,000MHz帯）で１巡目の割当て、
⑤（4,000MHz～4,100MHz帯）・⑥（4,500MHz～4,600MHz帯）で２巡目の割当てを実施。

【3.7GHz帯及び4.5GHz帯】

○ ①～④枠：NTTドコモ、ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話、楽天モバイル、ソフトバンクの順に希望周波数枠を割当て。
○ ⑤、⑥枠：NTTドコモに第５希望である⑥枠、ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話に⑤枠を割当て。

各者の希望順位第１位～第４位

11

NTTドコモ
100MHz ↑↓

⑥



比較審査基準の審査結果（28GHz帯）

審査項目 NTTドコモ KDDI/沖縄セルラー電話 ソフトバンク 楽天モバイル

A 全国の５Ｇ基盤展開率がより大きいこと ４点
（5G基盤展開率：97.0%）

８／３点
（5G基盤展開率：93.2%）

４／３点
（5G基盤展開率：64.0%）

０点
（5G基盤展開率：56.1%）

Ｂ 特定基地局の開設数がより大きいこと ４／３点
（5,001局）

４点
（12,756局）

０点
（3,855局）

８／３点
（7,948局）

Ｃ 地下街や地下鉄構内等の公共空間を含む屋内等にお
いて通信を可能とする特定基地局の開設数及び開設場
所に関する具体的な計画がより充実していること

２点
（1,335局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リスト
添付）、景観に配慮した設備の活用を実施

３点
（2,201局）

既存基地局と併設、景観に配慮した設備
の活用を実施

０点
（300局）

既存基地局と併設（開設場所の候補リス
ト添付）

１点
（1,385局）

屋内の種別ごとの基準に基づく開設場所の
選定（開設場所の候補リスト添付）

D ５Ｇ高度特定基地局が整備されたメッシュ及びそれ以外
のメッシュにおいて、それぞれ需要が顕在化した場合の
特定基地局の開設等の対策方法がより充実していること

０点
・5G高度特定基地局と特定基地局を光回
線で結ぶことを基本とし、テンポラリー基
地局の活用により対応

・隣接メッシュの5G高度特定基地局を活用

０点
・同左

・同左

０点
・同左

・同左

０点
・5G高度特定基地局と特定基地局を光回
線で結ぶことを基本とし、需要顕在化の
定量的な判断基準に基づき対策

・隣接メッシュの5G高度特定基地局を活用

E 電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に
関する具体的な計画がより充実していること

０点
人為ミスの防止、設備容量の確保対策、ソ
フトウェアバグの防止対策を実施することに加
え、事故発生時の復旧対応、情報セキュリ
ティ対策等を実施

０点
同左

０点
同左

０点
同左

F 既存事業者以外の多数の者（ＭＶＮＯ）に対する卸電気
通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の多
様な方法による特定基地局の利用を促進するための具
体的な計画がより充実していること

４点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プ
ラン等の整備、事業者向けの一元的窓
口の公表、HLR/HSS連携機能提供

・L2接続契約数：24社／850万契約

８/３点
・同左

・L2接続契約数：７社／119万契約

４/３点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プ
ラン等の整備、MVNOを希望する事業者
向けの一元的窓口の公表、HLR/HSS
応協議

・L2接続契約数：５社／20万契約

０点
・接続約款及び卸電気通信役務の標準プ
ラン等の整備、MVNOを希望する事業者
向けの一元的窓口の公表

・L2接続契約数： 41社／70.6万契約
（明確な根拠が示されていないため評価せず）

G ５Ｇの特徴を活かした高度な利活用に関する具体的な
計画及び５Ｇの利活用ニーズの拡大に関する取組の具
体的な計画がより充実していること

２点
・超高速通信、超低遅延通信、多数同時
接続の提供

・自治体、多数のパートナー企業との連携に
よる実証実験、展示会等開催、全国
３ヶ所にドコモ5Gオープンラボの開設

２点
・同左

・自治体、パートナー企業との連携による実証
実験、展示会等開催、地方創生ファンド、
全国10ヶ所に地方創生支援室の設置

１点
・同左

・自治体、パートナー企業との連携による実
証実験、展示会等開催

０点
・同左

・自治体との連携協定、楽天5Gコンソーシ
アム参加企業や自治体にラボ環境等の
提供

H 指定済周波数を有していないこと若しくは指定済周波数
を使用して電気通信役務の提供を行っていないこと又は
指定済周波数に対する契約数の割合がより大きいこと

※ 周波数を一体運用する携帯電話事業者又はBWA事業者の周波数及び
契約数を含む。

３点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月
末時点）：32.10万契約／MHz
※ 契約者は、電気通信事業報告規
則に基づく各社報告値から算出。

２点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月
末時点）：22.54万契約／MHz
※ 同左

１点
指定済周波数当たりの契約数（H30.９月
末時点）：17.08万契約／MHz
※ 同左

３点
指定済周波数を使用して電気通信役務の
提供を行っていないことに該当。

I 不感地域人口の解消人数がより大きいこと １点
（解消人口：4,722人）

２点
（解消人口：15,694人）

０点
（解消人口：1,824人）

２点
（解消人口：15,694人）

合計点 17.3点【２位】 18.3点【１位】 4.7点【４位】 8.7点【３位】

○ 28GHz帯の割当てを希望している４者の開設計画について比較審査を実施。
○ 基準Ｄ～Ｉは、 3.7GHz帯及び4.5GHz帯の開設計画と共通の内容となっている。
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申請者
①～④

評価点（①～④） 希望枠順位
（第１⇒第４）

KDDI／
沖縄セルラー電話 18.3点（１位） ③①②④

NTTドコモ 17.3点（２位） ③②①④
楽天モバイル 8.7点 （３位） ①②③④
ソフトバンク 4.7点 （４位） ①③④②

比較審査基準の審査結果まとめ（28GHz帯）

○ 28GHz帯においては、点数の高い者から順に希望する周波数枠400MHz幅ずつの割当てを実施。

【28GHz帯】

○ ①～④枠：ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話、NTTドコモ、楽天モバイル、ソフトバンクの順に希望周波数枠を割当て。

【28GHz帯】（衛星通信と共用）

NTTドコモ
400MHz ↑↓

27.0GHz 27.4GHz 27.8GHz 29.1GHz 29.5GHz

楽天モバイル
400MHz ↑↓

28.2GHz

400MHz幅×４枠 （上限１枠）

① ②
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KDDI／
沖縄セルラー電話

400MHz ↑↓

③
ソフトバンク

400MHz ↑↓

④



割当結果まとめ

【3.7GHz帯】

【4.5GHz帯】

4500MHz

⑥
NTTドコモ

100MHz ↑↓

【28GHz帯】

②
NTTドコモ

400MHz ↑↓

①
楽天モバイル
400MHz ↑↓

③
楽天モバイル
100MHz ↑↓

②
KDDI/沖縄セルラー電話

100MHz ↑↓
3600MHz 3700MHz 3800MHz

④
ソフトバンク

100MHz ↑↓

⑤
KDDI/沖縄セルラー電話

100MHz ↑↓
3900MHz 4000MHz 4100MHz

①
NTTドコモ

100MHz ↑↓

④
ソフトバンク

400MHz ↑↓

○ 以下のとおり、割当てを実施。
［3.7GHz帯及び4.5GHz帯］ ２枠割当て：ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話

１枠割当て：ソフトバンク、楽天モバイル
［28GHz帯］ １枠割当て：全ての申請者

27.0GHz 27.4GHz 27.8GHz 29.1GHz 29.5GHz28.2GHz

4600MHz

※ １枠当たり100MHz幅

※ １枠当たり400MHz幅
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なお、割当て（開設計画の認定）に当たり、全者共通の条件及び個者への条件を付すこととする。

③
KDDI/沖縄セルラー電話

400MHz ↑↓



条件の付与について①
割当て（開設計画の認定）に当たり、開設指針の趣旨等を踏まえ、次の条件を付することとする。

１ 都市部・地方部を問わず、顕在化するニーズを適切に把握し、事業可能性のあるエリアにおいて、第５世代移動通信システ
ムの特性を活かした多様なサービスの広範かつ着実な普及に努めること。

２ ネットワーク構築に当たっては、第５世代移動通信システムの特性を十分に活かした多様なサービスを提供するために必要
不可欠である光ファイバの適切かつ十分な確保に努めること。

３ 平成30年７月豪雨や平成30年北海道胆振東部地震等での被害による通信障害に鑑み、停電対策・輻輳対策や通信障害の発
生防止等の電気通信設備に係る安全・信頼性の向上に努めること。

４ 「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」（昭和62年郵政省告示第73号）、「政府機関等の情報セキュリティ対策のた
めの統一基準群（平成30年度版）」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」（平
成30年12月10日関係省庁申合せ）に留意し、サプライチェーンリスク対応を含む十分なサイバーセキュリティ対策を
講ずること。

５ 周波数の割当てを受けていない者に対する電気通信設備の接続、卸電気通信役務の提供その他の方法による特定基地局
の利用の促進に努めること。特に、ＧＰＲＳトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて電気的に接続する方法
による特定基地局の利用の促進に努めること。

６ ＩｏＴ向けサービスや個人向けサービスも含め、第５世代移動通信システムの多様な利用ニーズに対応した使いやすい料
金設定を行うよう努めること。

７ 既存免許人が開設する無線局等との混信その他の妨害を防止するための措置を講ずること。

８ 移動通信システムが国民にとって重要な生活手段になっていることに鑑み、不感地域における基地局の着実な開設に努
めること。

９ 卸電気通信役務の提供、電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための契約又は協定の
締結の申入れが、4,600MHzを超え4,800MHz以下又は28.2GHzを超え29.1GHz以下の周波数を使用する者から
あった場合には、円滑な協議の実施に努めること。

（全者共通）
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条件の付与について②

（ソフトバンクのみに付与される条件）
３ 過去に発生した重大事故の再発防止策の徹底に努めるとともに、平成30年７月豪雨や平成30年北海道胆振東部地震等で
の被害による通信障害に鑑み、停電対策・輻輳対策や通信障害の発生防止等の電気通信設備に係る安全・信頼性の向上に努
めること。

（楽天モバイルのみに付与される条件）
10 認定を受けた移動通信事業者は自らネットワークを構築して事業展開を図るという原則に従い、基地局の着実な開設
に努めること。

11 特定基地局の円滑かつ確実な整備のため、基地局の設置場所の確保及び工事業者との協力体制の構築に努めること。

12 電気通信事業の確実な運営のため、必要な社内体制の整備に努めること。特に、特定基地局その他電気通信設備の適切な
運用のため、無線従事者など必要な技術要員や基地局の開設に必要な人員の確保、配置に努めること。

13 競争に伴う経営環境の変化が生じた場合においても、設備投資及び安定的なサービス提供のために必要となる資金の確保
その他財務の健全性の確保に努めること。
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